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平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日

第
三
千
八
百
八
十
四
号

増

刊

①

　
　
　
　
雑
　
　
　
報

○
福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程�

（
防
災
企
画
課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　
再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例�

（
税　

務　

課
）
…
…
…
…
…
四

福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
第
一
号

　

福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
四
月
十
四
日

福
岡
県
災
害
対
策
本
部
長　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
（
平
成
四
年
十
月
福
岡
県
災
害
対
策
本
部
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
八
条
第
二
項
中
「
緊
急
初
動
班
及
び
災
害
対
策
現
地
情
報
連
絡
班
」
を
「
緊
急
初
動
班
、
災
害
対

策
現
地
情
報
連
絡
班
及
び
災
害
時
緊
急
派
遣
チ
ー
ム
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
中
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に
改
め
る
。

　

別
表
第
三
中
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を

目
　
　
　
次

雑
　
　
　
報

保
健
医
療
介
護
部

健
康
増
進
班

健
康
増
進
課
長

保
健
衛
生
班

保
健
衛
生
課
長

保
健
医
療
介
護
部

健
康
増
進
班

健
康
増
進
課
長

が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
班

が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
課
長

生
活
衛
生
班

生
活
衛
生
課
長

福
祉
労
働
部

障
害
者
福
祉
班

障
害
者
福
祉
課
長

福
祉
労
働
部

障
が
い
福
祉
班

障
が
い
福
祉
課
長

農
林
水
産
部

輸
出
促
進
班

輸
出
促
進
課
長

農
林
水
産
部

輸
出
促
進
班

輸
出
促
進
課
長

福
岡
の
食
販
売
促
進
班

福
岡
の
食
販
売
促
進
課
長

県
土
整
備
部

砂
防
班

砂
防
課
長

高
速
道
路
対
策
班

高
速
道
路
対
策
室
長

県
土
整
備
部

砂
防
班

砂
防
課
長

総
合
指
令
部

総
括
班

十
五　

緊
急
初
動
班
、
災
害
対
策
現
地
情
報
連
絡
班
、
災
害

情
報
セ
ン
タ
ー
、
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
班
、
及
び
臨
時
の

班
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

総
合
指
令
部

総
括
班

十
五　

緊
急
初
動
班
、
災
害
対
策
現
地
情
報
連
絡
班
、
災
害

時
緊
急
派
遣
チ
ー
ム
、
災
害
情
報
セ
ン
タ
ー
、
災
害
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
班
及
び
臨
時
の
班
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

総
合
指
令
部

災
害
対
策
現

地
情
報
連
絡

班

一　

本
部
設
置
後
に
お
け
る
災
害
情
報
の
収
集
及
び
災
害
応

急
対
策
の
支
援
等
に
関
す
る
こ
と
。

二　

そ
の
他
本
部
長
が
特
に
命
ず
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
。
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に
、

総
合
指
令
部

災
害
対
策
現

地
情
報
連
絡

班

一　

本
部
設
置
後
に
お
け
る
災
害
情
報
の
収
集
等
に
関
す
る

こ
と
。

二　

そ
の
他
本
部
長
が
特
に
命
ず
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

災
害
時
緊
急

派
遣
チ
ー
ム

一　

本
部
設
置
後
に
お
け
る
災
害
応
急
対
策
の
支
援
等
に
関

す
る
こ
と
。

二　

そ
の
他
本
部
長
が
特
に
命
ず
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

総
務
部

総
務
事
務
厚

生
班

一　

職
員
の
健
康
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二　

り
災
職
員
に
対
す
る
諸
給
付
金
と
貸
付
に
関
す
る
こ
と

。
三　

災
害
従
事
職
員
の
公
務
災
害
に
関
す
る
こ
と
。

四　

災
害
対
策
応
急
物
資
等
購
入
品
の
検
収
に
関
す
る
こ
と

。

総
務
部

総
務
事
務
厚

生
班

一　

職
員
の
健
康
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二　

罹
災
職
員
に
対
す
る
諸
給
付
金
と
貸
付
に
関
す
る
こ
と

。
三　

災
害
従
事
職
員
の
公
務
災
害
に
関
す
る
こ
と
。

四　

災
害
対
策
応
急
物
資
等
購
入
品
の
検
収
に
関
す
る
こ
と

。

企
画
・
地
域

振
興
部

市
町
村
支
援

班

一　

り
災
市
町
村
の
行
財
政
の
助
言
等
に
関
す
る
こ
と
。

企
画
・
地
域

振
興
部

市
町
村
支
援

班

一　

罹
災
市
町
村
の
行
財
政
の
助
言
等
に
関
す
る
こ
と
。

保
健
医
療
介

護
部

健
康
増
進
班

一　

被
災
者
の
健
康
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二　

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
に
基

づ
く
措
置
入
院
患
者
の
応
急
救
護
及
び
援
助
に
関
す
る
こ

と
。

三　

被
災
者
及
び
給
食
施
設
の
栄
養
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

保
健
衛
生
班

一　

災
害
時
に
お
け
る
食
品
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。

二　

と
畜
場
、
化
製
場
等
の
被
害
調
査
及
び
復
旧
に
関
す
る

こ
と
。

三　

応
急
措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
旅
館
、
飲
料
店
の
施
設

の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四　

被
災
し
た
愛
護
動
物
の
救
護
及
び
逸
走
し
た
危
険
な
動

　

物
の
危
害
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

五　

火
葬
場
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

六　

災
害
時
の
防
疫
に
関
す
る
こ
と
。

七　

防
疫
資
材
の
準
備
に
関
す
る
こ
と
。

八　

感
染
症
法
に
基
づ
く
勧
告
入
院
患
者
及
び
措
置
入
院
患

者
の
応
援
救
護
及
び
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

保
健
医
療
介

護
部

健
康
増
進
班

一　

被
災
者
の
健
康
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

二　

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
に
基

づ
く
措
置
入
院
患
者
の
応
急
救
護
及
び
援
助
に
関
す
る
こ

と
。

三　

被
災
者
及
び
給
食
施
設
の
栄
養
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

が
ん
感
染
症

疾
病
対
策
班

一　

災
害
時
の
防
疫
に
関
す
る
こ
と
。

二　

防
疫
資
材
の
準
備
に
関
す
る
こ
と
。

三　

感
染
症
法
に
基
づ
く
勧
告
入
院
患
者
及
び
措
置
入
院
患

者
の
応
援
救
護
及
び
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

生
活
衛
生
班

一　

災
害
時
に
お
け
る
食
品
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。

二　

と
畜
場
、
化
製
場
等
の
被
害
調
査
及
び
復
旧
に
関
す
る

こ
と
。

三　

応
急
措
置
を
実
施
す
る
た
め
の
旅
館
、
飲
食
店
の
施
設

の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四　

被
災
し
た
愛
護
動
物
の
救
護
及
び
逸
走
し
た
危
険
な
動

物
の
危
害
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

五　

火
葬
場
の
施
設
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

福
祉
労
働
部

障
害
者
福
祉

班

一　

災
害
救
助
活
動
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

二　

障
害
福
祉
施
設
の
災
害
応
急
復
旧
に
関
す
る
こ
と
。

保
護
・
援
護

班

一　

り
災
者
の
生
活
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

二　

り
災
者
に
対
す
る
生
活
福
祉
資
金
の
貸
付
け
等
に
関
す

る
こ
と
。

福
祉
労
働
部

障
が
い
福
祉

班

一　

災
害
救
助
活
動
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

二　

障
が
い
福
祉
施
設
の
災
害
応
急
復
旧
に
関
す
る
こ
と
。

保
護
・
援
護

班

一　

罹
災
者
の
生
活
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

二　

罹
災
者
に
対
す
る
生
活
福
祉
資
金
の
貸
付
け
等
に
関
す

る
こ
と
。
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め
る
。

　

別
表
第
四
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　

別
表
第
五
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商
工
部

中
小
企
業
振

興
班

一　

商
店
街
関
係
の
災
害
応
急
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

二　

東
京
事
務
所
及
び
大
阪
事
務
所
を
通
じ
て
、
関
東
及
び

関
西
地
方
に
お
け
る
災
害
用
物
資
等
の
あ
っ
せ
ん
に
関
す

る
こ
と
。

三　

り
災
に
伴
う
中
小
企
業
者
の
金
融
に
関
す
る
こ
と
。

四　

り
災
中
小
企
業
者
の
経
営
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

新
事
業
支
援

班

一　

貿
易
関
係
の
災
害
応
急
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

中
小
企
業
技

術
振
興
班

一　

り
災
中
小
企
業
者
の
復
旧
の
技
術
指
導
に
関
す
る
こ
と

。

商
工
部

中
小
企
業
振

興
班

一　

商
店
街
関
係
の
災
害
応
急
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

二　

東
京
事
務
所
及
び
大
阪
事
務
所
を
通
じ
て
、
関
東
及
び

関
西
地
方
に
お
け
る
災
害
用
物
資
等
の
あ
っ
せ
ん
に
関
す

る
こ
と
。

三　

罹
災
に
伴
う
中
小
企
業
者
の
金
融
に
関
す
る
こ
と
。

四　

罹
災
中
小
企
業
者
の
経
営
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

新
事
業
支
援

班

一　

貿
易
関
係
の
災
害
応
急
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

中
小
企
業
技

術
振
興
班

一　

罹
災
中
小
企
業
者
の
復
旧
の
技
術
指
導
に
関
す
る
こ
と

。

県
土
整
備
部

砂
防
班

一　

福
岡
県
水
防
計
画
書
の
定
め
る
水
防
業
務
に
関
す
る
こ

と
。

二　

砂
防
施
設
の
災
害
応
急
復
旧
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

県
土
整
備
部

砂
防
班

一　

福
岡
県
水
防
計
画
書
の
定
め
る
水
防
業
務
に
関
す
る
こ

と
。

二　

砂
防
施
設
の
災
害
応
急
復
旧
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

高
速
道
路
対

策
班

一　

本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

二　

部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

農
林
水
産
部

水
産

局

漁
業

管
理

班

一　

応
急
処
置
用
水
産
物
の
確
保
及
び
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る

こ
と
。

二　

応
急
救
助
用
船
艇
の
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
こ
と
。

三　

漁
船
保
険
金
の
早
期
支
払
及
び
漁
船
損
害
補
償
事
業
の

指
導
並
び
に
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
こ
と
。

四　

り
災
に
伴
う
漁
業
金
融
及
び
漁
船
・
漁
具
の
災
害
復
旧

資
金
の
融
資
に
関
す
る
こ
と
。

農
林
水
産
部

水
産

局

漁
業

管
理

班

一　

応
急
処
置
用
水
産
物
の
確
保
及
び
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る

こ
と
。

二　

応
急
救
助
用
船
艇
の
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
こ
と
。

三　

漁
船
保
険
金
の
早
期
支
払
及
び
漁
船
損
害
補
償
事
業
の

指
導
並
び
に
あ
っ
せ
ん
に
関
す
る
こ
と
。

四　

罹
災
に
伴
う
漁
業
金
融
及
び
漁
船
・
漁
具
の
災
害
復
旧

資
金
の
融
資
に
関
す
る
こ
と
。

教
育
部

財
務
班

一　

災
害
復
旧
予
算
に
関
す
る
こ
と
。

二　

り
災
者
に
係
る
授
業
料
の
免
除
及
び
就
学
援
助
に
関
す

る
こ
と
。

教
育
部

財
務
班

一　

災
害
復
旧
予
算
に
関
す
る
こ
と
。

二　

罹
災
者
に
係
る
授
業
料
の
免
除
及
び
就
学
援
助
に
関
す

る
こ
と
。

農
林
水
産
部

輸
出
促
進
班

一　

本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

二　

部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

農
林
水
産
部

輸
出
促
進
班

一　

本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

二　

部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

福
岡
の
食
販

売
促
進
班

一　

本
部
長
が
命
じ
た
災
害
対
策
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

二　

部
内
各
班
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

保
健
福
祉
環
境
班

保
健
福
祉
班

十　

り
災
者
の
栄
養
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

保
健
福
祉
環
境
班

保
健
福
祉
班

十　

罹
災
者
の
栄
養
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

総
合
指
令
部

総
括
班

四
一

四
一

四
一

全　

員
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に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

総
合
指
令
部

総
括
班

四
三

四
三

四
三

全　

員

人
づ
く
り
・

県
民
生
活
部

私
学
振
興
・

青
少
年
育
成

局

青
少
年
育
成
班

全　

員

総
合
指
令
部

小　

計

四
四

四
四

四
六

総
合
指
令
部

小　

計

四
六

四
六

四
八

総
合
指
令
部

災
害
対
策
現
地
情
報
連
絡
班

必
要
に
応
じ
て
要
員
を
配
備

総
合
指
令
部

災
害
対
策
現
地
情
報
連
絡
班

必
要
に
応
じ
て
要
員
を
配
備

災
害
時
緊
急
派
遣
チ
ー
ム

必
要
に
応
じ
て
要
員
を
配
備

人
づ
く
り
・

県
民
生
活
部

私
学
振
興
・

青
少
年
育
成

局

青
少
年
育
成
班

一

全　

員

人
づ
く
り
・

県
民
生
活
部

小　

計

一

一

四

人
づ
く
り
・

県
民
生
活
部

小　

計

一

一

五

保
健
医
療
介

護
部

健
康
増
進
班

一

三

十

全　

員

保
健
衛
生
班

三

全　

員

保
健
医
療
介

護
部

健
康
増
進
班

一

二

五

全　

員

が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
班

一

三

全　

員

生
活
衛
生
班

二

全　

員

保
健
医
療
介

護
部

小　

計

五

一
三

四
一

保
健
医
療
介

護
部

小　

計

五

一
三

三
三

福
祉
労
働
部

障
害
者
福
祉
班

一

一

三

全　

員

福
祉
労
働
部

障
が
い
福
祉
班

一

一

三

全　

員

農
林
水
産
部

輸
出
促
進
班

一

全　

員

福
岡
の
食
販
売
促
進
班

一

全　

員

農
林
水
産
部

輸
出
促
進
班

一

全　

員

農
林
水
産
部

小　

計

一
一

一
三

四
〇

農
林
水
産
部

小　

計

一
一

一
三

四
一

県
土
整
備
部

砂
防
班

四

八

八

全　

員

高
速
道
路
対
策
班

二

二

二

全　

員

県
土
整
備
部

砂
防
班

四

八

八

全　

員

県
土
整
備
部

小　

計

三
七

八
二

八
四

県
土
整
備
部

小　

計

三
五

八
〇

八
二

合　
　
　

計

一
二
五

二
一
八

三
六
二

合　
　
　

計

一
二
五

二
一
八

三
五
六

再
　
　
　
掲
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年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十�

一
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
、
同
条

第
十
項
中
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
「

も
の
と
す
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
一
項
中
「
若
し
く
は
漁
業
近
代
化
資
金
融
通
法
（
昭
和
四
十
四

年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
漁
業
近
代
化
資
金
で
施
行
令
で
定
め
る
も
の
」

を
削
り
、
「
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
二
十�

九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
、
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に
は
」
に

改
め
、
「
も
の
と
す
る
」
を
削
り
、
同
条
第
十
二
項
中
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平

成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
中
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
を

「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
「
も
の
と
す
る
」
を
削
る
。

　
　

付
則
第
八
条
の
四
第
一
項
中
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十�

一
日
」
に
改
め
、
「
も
の
と
す
る
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」

を
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
こ
の
項
及
び
次
項
」
を
「
こ
の

条
」
に
、
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

　
　

付
則
第
八
条
の
六
中
「
の
修
正
基
準
」
を
「
に
規
定
す
る
修
正
基
準
」
に
改
め
る
。

　
　

付
則
第
九
条
の
二
の
三
第
五
項
中
「
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
乗
用
車
又
は
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト

ン
以
下
の
バ
ス
若
し
く
は
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
五
項
各
号
の
い
ず

れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
「
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の

二
第
八
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
」
に
、
「
前
三
項
」
を
「
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
」
に
、
「
第
十�

一
項
」
を
「
第
十
二
項
」
に
、
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一

日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
四
項
各

号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
七
項
各
号
」
に
、
「
前
二
項
」
を
「
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で

」
に
、
「
第
十
一
項
」
を
「
第
十
二
項
」
に
、
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十

年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
百
分
の
六
十
」
を
「
百
分
の
七
十
五
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項

と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
三
項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二

第
五
項
各
号
」
に
、
「
前
項
」
を
「
前
三
項
」
に
、
「
第
十
一
項
」
を
「
第
十
二
項
」
に
、
「
平
成

二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
百
分
の
四
十
」
を
「
百
分

の
五
十
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
六
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規

定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
条
例
第
十
八
号

　
　
　

福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

（
福
岡
県
税
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

福
岡
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　
　

第
二
十
条
の
十
六
中
「
に
お
い
て
は
」
を
「
に
は
」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
条
の
十
八
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
災
害
等
に
よ
る
期
限
の
延
長
に
係
る
中
間
申
告
納
付
の
特
例
）

第
二
十
条
の
十
八
の
二　

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
申
告
及
び
納
付
に
関
す
る
期
限
が
延
長
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
、
法
第
七
十
二
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
納
付
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
中
間
申
告
納
付
」
と
い
う
。
）
に
係
る
期
限
と
当
該
中
間
申
告
納
付
に
係
る
事
業
年
度
の

法
第
七
十
二
条
の
二
十
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
納
付
に
係
る
期
限
と
が
同
一
の
日
と
な
る

場
合
に
は
、
法
第
七
十
二
条
の
二
十
六
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
中
間
申
告
納
付
を

す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

　
　

第
八
十
条
中
「
又
は
第
三
百
四
十
九
条
の
三
」
を
「
、
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
第
三
百
四
十�

九
条
の
三
の
四
」
に
、
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
こ
え
る
」
を
「
超
え
る
」
に
改
め
る

。

　
　

付
則
第
六
条
第
一
項
中
「
平
成
三
十
年
度
」
を
「
平
成
三
十
三
年
度
」
に
改
め
る
。

　
　

付
則
第
七
条
の
七
を
削
り
、
付
則
第
七
条
の
八
を
付
則
第
七
条
の
七
と
す
る
。

　
　

付
則
第
八
条
第
一
項
中
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日�

」
に
、
「
に
あ
つ
て
は
」
を
「
に
は
」
に
、
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項�

中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
四
項
」
を
「
第
十
三
項
」
に
、�

「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
「
も
の
と
す

る
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
一
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条
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の

と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
前
項
に
定
め
る
率
に
百
分
の
二
十
を
乗
じ
て
得
た
率

と
す
る
。

　
　

付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
一
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
一
項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二

条
の
二
の
四
第
一
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十�

一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
二
項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条

の
二
の
四
第
二
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一

日
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
三
項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の

二
の
四
第
三
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日

」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
四
項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二

の
四
第
四
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
五
項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の

四
第
五
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に

改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
六
項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四

第
六
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
に

改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
七
項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四

第
七
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
に

改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
八
項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四

第
八
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
」
に

改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
九
項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四

第
九
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
九
項
第
四

号
」
を
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
九
項
第
三
号
」
に
、
「

平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
中
「

附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
九
項
第
四
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
十
項
各
号
」
に
、
「

当
該
取
得
が
平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
法
附
則
第
十

　

二
条
の
二
の
四
第
十
項
第
一
号
に
掲
げ
る
ト
ラ
ッ
ク
に
あ
つ
て
は
当
該
取
得
が
平
成
三
十
年
十
一
月�

一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る�

ト
ラ
ッ
ク
に
あ
つ
て
は
当
該
取
得
が
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
」�

に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
十
一
項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の�

も
の
の
取
得
（
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
又
は
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取
得
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の

税
率
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
三
十
八

条
及
び
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も

の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
第
一
項
に
定
め
る
率
に
百
分
の
六
十
を
乗
じ
て
得

た
率
と
す
る
。

　
　

付
則
第
九
条
の
二
の
三
第
二
項
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
三
第
二
項
各
号
」
を
「
附
則
第
十
二

条
の
二
の
二
第
三
項
各
号
」
に
改
め
、
「
（
道
路
運
送
車
両
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
規
登

録
又
は
同
法
第
六
十
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
車
両
番
号
の
指
定
（
同
項
に
規
定
す
る
検
査
対

象
軽
自
動
車
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
こ
の
条
及
び
付
則
第
九
条
の
二
の
五
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
削
り
、
「
取
得
（
」
の
下
に
「
前
項
又
は
」
を
加
え
、
「
第
十
一
項
」
を
「
第
十
二
項

」
に
、
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
前
項
」
を

「
第
一
項
」
に
、
「
百
分
の
二
十
」
を
「
百
分
の
二
十
五
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、

同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４　

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る

も
の
の
取
得
（
前
二
項
又
は
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
の
適
用

が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取
得
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該

取
得
が
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
三
十
八
条
及
び
第
一
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合

に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
第
一
項
に
定
め
る
率
に
百
分
の
四
十
を
乗
じ
て
得
た
率
と
す
る
。

　
　

付
則
第
九
条
の
二
の
三
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
又
は
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
つ
て
、
法

附
則
第
十
二
条
の
二
の
二
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も

の
に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
（
道
路
運
送
車
両
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
規
登

録
又
は
同
法
第
六
十
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
車
両
番
号
の
指
定
（
同
項
に
規
定
す
る
検
査

対
象
軽
自
動
車
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
付
則
第
九
条
の
二
の
五
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
る
も
の
の
取
得
（
付
則
第
九
条
の
二
の
五
第
六
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取
得
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の

税
率
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
三
十
八
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三　

国
際
平
和
共
同
対
処
事
態
に
際
し
て
我
が
国
が
実
施
す
る
諸
外
国
の
軍
隊
等
に
対
す
る
協
力

支
援
活
動
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
（
同
法
第

八
条
第
八
項
及
び
重
要
影
響
事
態
等
に
際
し
て
実
施
す
る
船
舶
検
査
活
動
に
関
す
る
法
律
第
五

条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

　
　

付
則
第
九
条
の
三
第
二
項
第
二
号
中
「
第
四
号
及
び
第
五
号
」
を
「
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
項
」

に
改
め
、
「
こ
の
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
第
二
号
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
い
う
」
の
下

に
「
。
第
四
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
中
「
除
く
」
の
下
に
「
。
第
四
項

第
五
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
、
「
定
め
る
も
の
」
の
下
に
「
（
第
四
項
第
五
号
に
お
い
て
「
平
成
二�

十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４　

次
に
掲
げ
る
自
動
車
に
対
す
る
第
五
十
条
第
一
項
（
第
三
号
イ
⑶
及
び
ロ
⑶
の
規
定
を
除
く
。

）
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
が
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平

成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新
車
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
平
成
三
十
年
度
分
の

自
動
車
税
に
限
り
、
当
該
自
動
車
が
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
新
車
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
平
成
三
十
一
年
度
分
の
自
動
車
税
に
限
り
、
第

二
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
し
、
同
条
第
一
項
第
三
号
イ
⑶
及
び
ロ
⑶
に
規
定
さ
れ
て
い
る
自
動
車
の

う
ち
、
三
輪
小
型
自
動
車
に
属
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
読
み
替
え
後
の
三
輪
小
型
自
動
車
の
税

率
を
、
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
読
み
替
え
後
の
ト
ラ
ッ
ク
の
最
大
積
載
量
に
応
ず
る
税
率

を
適
用
す
る
も
の
と
し
、
同
条
第
三
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
単
室
容
積
（

一
つ
の
作
動
室
の
容
積
を
い
う
。
）
に
ロ
ー
タ
ー
数
を
乗
じ
て
得
た
数
値
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得

た
数
値
を
総
排
気
量
と
み
な
し
て
、
読
み
替
え
後
の
同
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
三
号
イ
⑴
及

び
ロ
⑴
並
び
に
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。

一　

電
気
自
動
車

二　

天
然
ガ
ス
自
動
車
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十

月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則

で
定
め
る
も
の
に
適
合
す
る
も
の
又
は
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準
に
適
合
し
、
か
つ
、

窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
十

分
の
九
を
超
え
な
い
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の

三　

充
電
機
能
付
電
力
併
用
自
動
車

二
の
四
第
十
一
項
各
号
」
に
、
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第�

十
一
項
第
五
号
」
を
「
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
（
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
十
一
項
第

四
号
」
に
、
「
平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
年
十
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同

条
第
十
二
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
各
項
」
に
、
「
附
則
第
四
条
の
六
第
六
項
に
規
定
す
る
」
を
「

で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る

。12　

車
両
総
重
量
が
十
二
ト
ン
を
超
え
る
乗
用
車
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
バ

ス
（
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定

に
よ
り
平
成
二
十
七
年
八
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
車
線
か
ら

の
逸
脱
に
対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
車
線
逸
脱
警

報
装
置
」
と
い
う
。
）
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
で
施�

行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、
車
線
逸
脱
警
報
装
置
を
備
え
る
も
の
（
施
行�

規
則
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
め
て
新
規
登
録
等
を
受
け
る
も
の
の
取
得
に
係
る
第
三
十�

七
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に

行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同
項
中
「
取
得
価
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
取
得
価
額
か
ら
百
七
十
五
万

円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。

　
　

付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
一
項
中
「
も
の
と
す
る
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
に
お
い
て
は
」

を
「
に
は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き
を
除
き
」
に
改
め
、
「
も
の
と
す
る
」
を
削
り
、
同

項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
軽
油
の
引
取
り
を
行
つ
た
自
衛
隊
の
船
舶
の
使
用
者
が
、
平
成
三
十

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
当
該
引
取
り
に
係
る
軽
油
を
譲
渡
す
る
場
合

に
は
、
当
該
軽
油
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
軽
油
引
取
税
を
課
さ
な
い
。

一　

重
要
影
響
事
態
に
際
し
て
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
六
十
号
）
第
六
条
第
一
項
（
同
法
第
七
条
第
八
項
及
び
重
要
影
響
事

態
等
に
際
し
て
実
施
す
る
船
舶
検
査
活
動
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
五
号

）
第
五
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

二　

武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
等
の
軍
隊
の
行
動
に
伴

い
我
が
国
が
実
施
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
十
条
第
一

項
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付
則
第
十
条
の
二
第
二
項
中
「
申
告
書
」
を
「
特
定
配
当
等
申
告
書
」
に
改
め
、
「
提
出
し
た
場

合
」
の
下
に
「
（
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一　

法
第
三
十
二
条
第
十
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合

二　

法
第
三
十
二
条
第
十
三
項
第
一
号
に
掲
げ
る
申
告
書
及
び
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
申
告
書
が

い
ず
れ
も
提
出
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
そ
の
他
の
事
情

を
勘
案
し
て
、
前
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
市
町
村
長
が
認
め
る
と
き

。

　
　

付
則
第
十
条
の
三
第
四
項
中
「
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十�

一
日
」
に
改
め
る
。

　
　

付
則
第
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
平
成
二
十
九
年
度
」
を
「
平
成
三
十
二
年
度
」
に
、
「
応
じ
」

を
「
応
じ
、
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
平
成
二
十
九
年
度
」
を
「
平
成
三
十
二
年
度
」
に
改
め

、
「
定
め
る
日
ま
で
の
期
間
」
の
下
に
「
。
第
四
項
に
お
い
て
「
予
定
期
間
」
と
い
う
。
」
を
加
え

、
「
。
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
同
条

第
二
項
第
十
二
号
」
を
「
予
定
期
間
内
に
同
項
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
か
か
わ
ら

ず
、
」
の
下
に
「
同
項
に
規
定
す
る
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
期

間
」
を
「
予
定
期
間
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

６　

第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
土
地
等
の
譲
渡
の
全
部
又
は
一
部
が
、
特
定
非
常
災
害
の
被�

害
者
の
権
利
利
益
の
保
全
等
を
図
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
八
十�

五
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
常
災
害
と
し
て
指
定
さ
れ
た
非
常
災
害
に
基
因
す�

る
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
第
二
項
に
規
定
す
る
予
定
期
間
内
に
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十�

一
条
の
二
第
二
項
第
十
二
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
土
地
等
の
譲
渡
に
該
当
す
る
こ
と
が

困
難
と
な
つ
た
場
合
で
施
行
令
で
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
予
定
期
間
の
初
日
か
ら
当
該
予

定
期
間
の
末
日
後
二
年
以
内
の
日
で
施
行
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
に
当
該
譲
渡
の
全
部
又
は
一

部
が
同
項
第
十
二
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
土
地
等
の
譲
渡
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
こ

と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
き
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
証
明
が
さ
れ

た
と
き
は
、
第
二
項
、
第
四
項
、
次
項
及
び
第
八
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
に
規

定
す
る
予
定
期
間
は
、
当
該
初
日
か
ら
当
該
施
行
令
で
定
め
る
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。

　
　

付
則
第
十
二
条
の
二
の
五
第
三
項
中
「
申
告
書
」
を
「
特
定
配
当
等
申
告
書
」
に
、
「
す
べ
て
」

四　

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
三
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
三
十

を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
の
自
動
車
の
う
ち
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
道
路
運
送
車
両
法
第

四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め

ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
（
次
項

に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
窒
素
酸
化
物
排
出
許
容
限
度
」
と
い
う
。
）
の
二
分
の
一
を
超
え
な

い
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
窒
素
酸
化
物

排
出
許
容
限
度
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の

五　

軽
油
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
乗
用
車
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条

の
規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排

出
ガ
ス
保
安
基
準
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
合
す
る
も
の
又
は
平
成
二
十
一
年
軽
油
軽

中
量
車
基
準
に
適
合
す
る
も
の

５　

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
平
成
三
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
十
を
乗

じ
て
得
た
数
値
以
上
の
自
動
車
の
う
ち
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
三
十
年
窒
素
酸
化
物
排

出
許
容
限
度
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
十
七
年
窒
素
酸
化
物
排
出
許
容
限
度
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
施
行
規
則
で

定
め
る
も
の
（
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
動
車
を
除
く
。
）
に
対
す
る
第
五
十
条
第
一
項

（
第
三
号
イ
⑶
及
び
ロ
⑶
の
規
定
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該

自
動
車
が
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新
車
新
規
登

録
を
受
け
た
場
合
に
は
平
成
三
十
年
度
分
の
自
動
車
税
に
限
り
、
当
該
自
動
車
が
平
成
三
十
年
四

月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新
車
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
平

成
三
十
一
年
度
分
の
自
動
車
税
に
限
り
、
第
三
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
し
、
同
条
第
一
項
第
三
号
イ

⑶
及
び
ロ
⑶
に
規
定
さ
れ
て
い
る
自
動
車
の
う
ち
、
三
輪
小
型
自
動
車
に
属
す
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
読
み
替
え
後
の
三
輪
小
型
自
動
車
の
税
率
を
、
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
読
み
替
え
後

の
ト
ラ
ッ
ク
の
最
大
積
載
量
に
応
ず
る
税
率
を
適
用
す
る
も
の
と
し
、
同
条
第
三
項
に
規
定
さ
れ

て
い
る
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
単
室
容
積
（
一
つ
の
作
動
室
の
容
積
を
い
う
。
）
に
ロ
ー
タ
ー
数

を
乗
じ
て
得
た
数
値
に
一
・
五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
を
総
排
気
量
と
み
な
し
て
、
読
み
替
え
後
の

同
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第
三
号
イ
⑴
及
び
ロ
⑴
並
び
に
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と

す
る
。
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２　

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
福
岡
県
税
条
例
付
則
第
八
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
漁
業
近
代

化
資
金
で
施
行
令
で
定
め
る
も
の
の
貸
付
け
（
当
該
貸
付
け
の
申
込
み
の
受
理
が
施
行
日
前
で
あ
る

も
の
に
限
る
。
）
を
受
け
て
施
行
日
以
後
に
不
動
産
を
取
得
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
不
動
産
の
取

得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条　

新
条
例
の
規
定
中
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に
対

し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る

自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条　

新
条
例
付
則
第
九
条
の
二
の
七
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
の
軽
油
の
譲

渡
に
対
し
て
課
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
軽
油
の
譲
渡
に
対
し
て
課
す

る
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　

（
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条　

新
条
例
の
規
定
中
自
動
車
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
二
十
九
年
度
以
後
の
年
度
分
の
自
動

車
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
八
年
度
分
ま
で
の
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

　

（
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条　

新
条
例
の
規
定
中
固
定
資
産
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
二
十
九
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固

定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
八
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

を
「
全
て
」
に
改
め
る
。

　
　

付
則
第
二
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

第
二
十
九
条　

削
除

　

（
福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

福
岡
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
九
年
福
岡
県
条
例
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
一
条
の
う
ち
、
福
岡
県
税
条
例
付
則
第
九
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
中
「
平
成
十
六

年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
の
改
正
規
定
中
「

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
四
号

の
改
正
規
定
中
「
「
こ
の
条
」
を
「
こ
の
項
及
び
次
項
」
に
、
」
を
削
り
、
「
に
百
分
の
百
十
」
を

「
（
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
平
成
三
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。

）
に
百
分
の
百
十
」
に
改
め
、
「
を
削
り
」
の
下
に
「
、
「
定
め
る
も
の
（
次
項
」
の
下
に
「
か
ら

第
五
項
ま
で
」
を
加
え
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条　

次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
税
条
例
（
以
下
「

新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
平
成
二
十
九
年
度
以
後
の
年

度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
八
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２　

新
条
例
付
則
第
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
は
、
県
民
税
の
納
税
義
務
者
の
同
項
に
規
定
す
る
予

定
期
間
の
末
日
が
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
で
あ
る
同
条
第
二

項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

　

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条　

次
項
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
新
条
例
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行

日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不

動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


